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⼀酸化炭素測定器について 

 
 
 
 
 

 
 

（１）⽇常点検 
吸引部の点検 

参 考 

●使⽤上の注意と点検 
・⼀酸化炭素測定器は精密な機械であり、特に感知エレメントは極めて繊細な

構造であるので、保管、運搬使⽤時の取り扱いについて、激しい振動や落下など
による衝撃を加えないようにしてください。 

・⻑時間電池を抜いていた場合は、電池を⼊れて30分以上経過してから電源
を⼊れてください。 

・燃焼器の排気⼝に吸引部を近づけたまま、電源スイッチをONにしないでくださ
い。 

・電池電圧に充分余裕が有る状態で使⽤してください。 
・測定は、⼀酸化炭素測定器を⾼熱から保護するため、⻑時間（３分以上）の連続

使⽤は避けてください。 
・⼀酸化炭素測定器は下記に⽰す定期点検を必ず実施して下さい。定期点検

を怠った場合、⼀酸化炭素濃度が⾼い場合でも低い値を表⽰するおそれがあ
ります。 

① ドレンブロックに⽔滴等が付いていないか点検する。⽔滴等が付いていたら乾いた布等で拭き取ってください。 
② フィルタエレメントが⿊く汚れていないか点検する。汚れていたらフィルタエレメントを交換してください。 
③ ＮＯxフィルタが茶⾊に変⾊していないか点検する。変⾊していたらＮＯxフィルタを交換してください。 

フィルタは400回の測定、⼜は半年の使⽤を交換時期の⽬安にしてください。 
古いＮＯxフィルタは産業廃棄物として処理してください。 

④ ホースが破損していないか点検する。破損していたら交換してください。 
ホースが破損していると、測定ガスを正常に吸引できなくなり正確な測定が出来ません。 
⼀酸化炭素濃度が⾼い場合でも低い値を表⽰する恐れがあります。 

（２）定期点検 
１.使⽤者による定期点検 

⼀酸化炭素測定器の性能を維持するために、３〜６ヶ⽉毎に１回、校正⽤ガスによる感度調整を必ず⾏ってください。 
２.メーカーによる定期点検 

⼀酸化炭素測定器のオーバーホールのため、メーカー指定（１年に１回等）による定期点検を受けてください。 
※今までお持ちの機器についても上記の定期点検を実施して下さい。 

 

業務⽤厨房機器のＣＯ濃度を測定する場合 
▼業務⽤厨房機器のＣＯ濃度を測定する場合に使⽤する⼀酸化炭素測定器は、測定⼿順③「ＣＯ濃度の測定（１回⽬）」に

おける判断基準を2,000ppmとしています。【注１】 
▼⼀酸化炭素測定器の機種によっては、測定範囲が1,250ppmまでのものがあり、家庭⽤燃焼器の排ガスのＣＯ濃度測定に

使⽤されていることが多い機種です。 
▼この場合、測定範囲を超え［オーバーレンジ（ＯＬ）］として、実際のＣＯ濃度の値が測定不可能となります。【注２】 
▼従って、業務⽤厨房機器のＣＯ濃度を測定する場合には、2,000ppm以上測定できる測定器を使⽤してください。【注３】 
注１：⾼圧ガス保安協会における調査時のもので、⽬安の値 
注２：⼀酸化炭素測定器の［オーバーレンジ（ＯＬ）］の値を⼗分に理解し、⾼濃度のＣＯにばく露しないよう注意すること。 
注３：⾼濃度のＣＯにばく露することを防ぐため、5,000ppm以上測定できる測定器は使⽤しないこと。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（例） 
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これら⼀連の事故の対応について、平成24〜25年において消費者安全調査委員会により調査が⾏われ、その結論として、
事故後の対応はおおむね妥当であるが、その上でいくつかの対策を⾏うべきとして経済産業⼤⾂に対し意⾒が提出されました
【参照：消費者安全法第33条の規定に基づく意⾒（平成26年１⽉24⽇付け消安第６号）】。この意⾒を受け、経済産
業省から（⼀社）⽇本ガス⽯油機器⼯業会に対して、強制排気式半密閉型ガス瞬間湯沸器の安全対策に関する取組に
ついて要請がされました【参照：強制排気式半密閉型ガス瞬間湯沸器の安全対策に関する取組の要請について（平成26
年１⽉27⽇付け26製安第３号、26ガ安第３号）】。 
この要請に関連し、本テキストにおいても燃焼器の不正改造による事故について取り上げることとしました。 
燃焼器の不正改造による事故の発⽣とその後の対応については、既に液化⽯油ガス販売事業者に周知されているところです
が、上述の要請がありましたことから、改めて再発防⽌に取り組んでいただくようお願いします。 
設備⼯事にあたっては、燃焼器の不正改造を⾏わないのは当然のこととして、関係する法令や技術基準等を⼗分に理解し、
遵守してください。 
また、対象機器が現在でも⽉に数件程度回収されており、未回収の対象機器が少なからず残っていることが予想されるため、
消費設備定期調査時などの際に対象機器を発⾒した場合にはその回収にご協⼒ください。 

 

５.４ 今後の対応について 
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第6章 業務⽤厨房での事故防⽌ 

1.1 建物構造の影響 

 
 
 
 
 

業務⽤には⼀般住宅と⽐較して事故につながりやすい要因が多くあり、業務⽤厨房の事故は増加傾向にあります。この章
では業務⽤厨房の事故につながる厨房内の環境、業務⽤厨房機器の使⽤実態について紹介し、メンテナンスの
必要性について考察するとともに、実際の業務⽤厨房において講じられている事故防⽌対策について紹介します。 

販売事業者は業務⽤厨房で従事する消費者だけでなく、来店客の安全も確保する責任も担っていることを踏ま
え、業務⽤厨房におけるCO中毒事故防⽌対策の参考としてください。 

1. 業務⽤厨房の環境 

建物の給排気バランスが悪いと負圧による給排気不良を引き起こすことがあるため、定期消費設備調査時には給排気バラン
スの悪い厨房を⾒極める必要があります。 
ただし、建物構造上、常時開放型の給気⼝を設けることができない厨房では勝⼿⼝や窓を給気⼝として利⽤しているため、
消費者のミスにより厨房を閉め切ってしまうことがあるため、消費者に対して排気だけではなく給気の必要性について理解しても
らう必要があります。 

①窓や扉を給気⼝にしている事例 
概 要  
給気⼝は窓しかない店舗もあり、このような店舗には⼩型の店舗が多く、
窓を閉めると、即座に給気不⾜となるため、常に窓を開けておかなけれ 
ばならない。 
また、汚れや障害物で給気⼝が塞がれていたり、⼈為的に給気⼝を閉塞して
も給気不⾜になるため注意が必要である。 

②ホテルの厨房の例 
概 要                                                                                             
室内に給気⼝がないことから、給気を確保するために勝⼿⼝を常時開放
する必要がある。 
勝⼿⼝を閉め切りにすれば、換気扇を回しても給気されないため給気不
⾜になり、不完全燃焼に⾄るため⼤変危険である。 

 

③雑居ビルの例 
概 要  
2階の⼀室であるが、厨房として利⽤することを想定した建物ではないため、
室内に給気⼝がない。給気は窓や勝⼿⼝を開けて使⽤しなければならない。 
開け忘れると給気が取れず燃焼⽤空気の不⾜からＣＯ中毒事故に⾄るお
それがあり、また室内が負圧になり排気漏れを誘発して事故に⾄るおそれが
ある。 

防⽌対策  

ガス機器を正常に使うためには、まず燃焼に必要な空気を⼗分供給し、燃焼した排ガスをスムーズに室外へ排出することが
⼤切です。給気排気不⾜とならないよう維持して下さい。 
また、ガス機器は⼀次空気を正常に吸引して、⼆次空気と触れながら正常に燃焼します。燃焼には酸素が必要であり、酸素濃度が低下
した場合でも給気不⾜と同じことであり⼀次空気不⾜と⼆次空気不⾜と同じことになり、不完全燃焼に⾄ります。なお、ガス機器の
周囲は常に新鮮空気が供給されるようにすることが必要です。給排気の換気は部屋全体で⾏ってください。また、窓より給気を
取り⼊れる場合、ガス機器直近の窓を開放せず、離れている窓を開放するなどの配慮が必要です。 












